
告 示
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�愛媛県告示第４９４号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６

年法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１７年３月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

西予市三瓶町周木字池ノ浦８番耕地３７２の６、８番耕地

３７２の７、８番耕地３７２の８、字長谷８番耕地３７５の４、

字ツバイ網代８番耕地４１４の１、８番耕地４１５の５、字荒

網代８番耕地４１７の３

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第４９５号
林業種苗法（昭和４５年法律第８９号）第１３条第１項の規定に

基づき、次のように生産事業者の登録変更の届出があった。

平成１７年３月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更に係る事項

生産事業者

武知明、宇都宮良市、曽根和儀、出水清志、堀井一男

、菅野ナカエに係る次の事項

生産事業者の住所

事業所の所在地

生産事業に係る種苗の採取または育成の場所

２ 変更の内容

武知明

生産事業者の住所

変更前 喜多郡長浜町大字白滝甲２９８－１７

変更後 大洲市白滝甲２９８－１７

事業所の所在地・

生産事業に係る種苗の採取または育成の場所

変更前 喜多郡長浜町大字白滝

変更後 大洲市白滝

宇都宮良市

生産事業者の住所

変更前 喜多郡内子町大字大瀬未２８２番地

変更後 喜多郡内子町大瀬東３５５５

事業所の所在地・

�愛媛県告示第４９３号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成１７年３月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社

� 目 次 �
告 示

○ 医師の指定……………………………………………………………２４７

○ 解除予定保安林………………………………………………………２４７

○ 林業用種苗生産事業者の変更登録…………………………………２４７

○ 林業用種苗生産事業者の登録の失効………………………………２４８

○ 林業用種苗生産事業者の登録の抹消………………………………２４９

○ 海砂利年間採取認可総量の決定……………………………………２４９

○ 道路の区域変更（県道壬生川丹原線）……………………………２４９

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………２５０

○ 道路の区域変更（県道川之江大豊線）……………………………２５０

○ 道路の区域変更（一般国道３１７号）………………………………２５０

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………２５１

任 免 辞 令

○ 名本 治………………………………………………………………２５１

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療所の名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢 体 不 自 由 内 科 医療法人北辰会
まなべ病院 曽 我 進 司 西条市氷見丙４７７番地 平成

１７年３月１日

視 覚 障 害 眼 科
医療法人沖縄徳洲
会 宇和島徳洲会
病院

尾 崎 孝 次 宇和島市住吉町二丁目６番２４号 〃

〃 〃 住 友 別 子 病 院 増 田 環 新居浜市王子町３番１号 〃

聴覚・平衡・音声、言語又は
そしゃく機能障害 耳鼻咽喉科

国立大学法人 愛
媛大学医学部附属
病院

木 村 美 佳 東温市志津川 〃

毎週（火・金）曜日発行 第１６３９号 平成１７年３月８日

平成１７年３月８日火曜日 第１６３９号

愛 媛 県 報

２４７



��������������

生産事業に係る種苗の採取または育成の場所（苗木

）

変更前 喜多郡内子町大字大瀬

変更後 喜多郡内子町大瀬東

曽根和儀

生産事業者の住所

変更前 喜多郡肱川町大字宇和川２８５２番地

変更後 大洲市肱川町宇和川２８５２番地

事業所の所在地

変更前 喜多郡肱川町大字宇和川

変更後 大洲市肱川町宇和川

生産事業に係る種苗の採取または育成の場所

種穂

変更前 喜多郡肱川町大字宇和川

変更後 大洲市

苗木

変更前 喜多郡肱川町大字宇和川

変更後 大洲市肱川町宇和川

出水清志

生産事業者の住所

変更前 喜多郡肱川町大字宇和川７３５番地２

変更後 大洲市肱川町宇和川７３５番地２

事業所の所在地

変更前 喜多郡肱川町大字宇和川

変更後 大洲市肱川町宇和川

生産事業に係る種苗の採取または育成の場所

種穂

変更前 喜多郡肱川町大字宇和川

変更後 大洲市

苗木

変更前 喜多郡肱川町大字宇和川

変更後 大洲市肱川町宇和川

堀井一男

生産事業者の住所

変更前 喜多郡肱川町大字宇和川２１８５番地

変更後 大洲市肱川町宇和川２１８５番地

事業所の所在地

変更前 喜多郡肱川町大字宇和川

変更後 大洲市肱川町宇和川

生産事業に係る種苗の採取または育成の場所

種穂

変更前 喜多郡肱川町大字宇和川

変更後 大洲市

苗木

変更前 喜多郡肱川町大字宇和川

変更後 大洲市肱川町宇和川

菅野ナカエ

生産事業者の住所

変更前 喜多郡肱川町大字大谷３８４０番地

変更後 大洲市肱川町大谷３８４０番地

事業所の所在地

変更前 喜多郡肱川町大字大谷

変更後 大洲市肱川町大谷

生産事業に係る種苗の採取または育成の場所

種穂

変更前 喜多郡肱川町大字大谷

変更後 大洲市

苗木

変更前 喜多郡肱川町大字大谷

変更後 大洲市肱川町大谷

�愛媛県告示第４９６号
林業種苗法（昭和４５年法律第８９号）第１４条第１項の規定に基づき、次の生産事業者の登録は、失効した。

平成１７年３月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

登録
番号

生産事業者の氏名又は名称及び住所 生 産 事 業 の 内 容 事 業 所 の 名 称 及 び 所 在 地

氏名又は名称 住 所 種 穂 苗 木 名 称 所 在 地

１３１ 石 尾 春 夫 喜多郡内子町大字大
瀬未２３

１ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木
育成

喜多郡内子町大字大
瀬

１３２ 徳 山 求 喜多郡内子町大字大
瀬未１５

１ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木
育成

喜多郡内子町大字大
瀬

１３３ 中 本 茂 彌 喜多郡内子町大字大
瀬未４２

１ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木
育成

喜多郡内子町大字大
瀬

１３５ 徳 本 義 雄 喜多郡内子町大字大
瀬未３３

１ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木
育成

喜多郡内子町大字大
瀬

１３７ 西 岡 康 男 喜多郡内子町大字大
瀬未６１６

１ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木
育成

喜多郡内子町大字大
瀬

１３９ 丸 見 義 則 喜多郡内子町大字大
瀬未１９９

１ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木
育成

喜多郡内子町大字大
瀬

１４５ 冨 岡 彌太郎 喜多郡内子町大字内
子甲３５６

１ 採取
２ 精選

１ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木
育成

喜多郡内子町大字内
子

１４６ 宇都宮 久 雄 喜多郡内子町大字大
瀬未２８２

１ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木
育成

喜多郡内子町大字大
瀬

愛 媛 県 報平成１７年３月８日 第１６３９号

２４８
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�愛媛県告示第４９８号
愛媛県海砂利採取認可要綱（昭和５５年１２月１日制定）第３

条第１項の規定により、平成１７年度の海砂利に係る年間採取

認可総量を次のとおり決定した。

平成１７年３月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 平成１７年度の海砂利に係る年間採取認可総量

２，７３１，０００立方メートル

２ 知事は、平成１７年度においては、１の年間採取認可総量

の範囲内で砂利採取法（昭和４３年法律第７４号）第１６条の認

可をするものとする。

�愛媛県告示第４９７号
林業種苗法（昭和４５年法律第８９号）第１０条第１項の規定に基づく次の生産事業者の登録を抹消した。

平成１７年３月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４９９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局丹原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年３月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１４７ 溜 水 義 宗 喜多郡内子町大字大
瀬未４８５－２

１ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木
育成

喜多郡内子町大字大
瀬

１４８ 谷 岡 冨士男 喜多郡内子町大字大
瀬未６３１

１ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木
育成

喜多郡内子町大字大
瀬

１４９ 高 藤 重 吉 喜多郡内子町大字大
瀬寅２１４

１ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木
育成

喜多郡内子町大字大
瀬

１５２ 宮 崎 満寿隆 大洲市平野町平地２９
４５

１ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木
育成

大洲市平野町平地

１５３ 武 知 幸 男 喜多郡長浜町大字白
滝甲２９８－１７

１ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木
育成

喜多郡長浜町大字白
滝

２８３ 内山森林組合 喜多郡内子町五百木
１８６－２

１ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木
育成

喜多郡内子町大瀬東

３２６ 徳 田 冨 重 喜多郡内子町大字大
瀬甲８３９０

１ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木
育成

喜多郡内子町大字大
瀬

３３１ 西 岡 政 志 喜多郡内子町大字大
瀬未６１６番地

１ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木
育成

喜多郡内子町大字大
瀬

登録
番号

生産事業者の氏名又は名称及び住所 生 産 事 業 の 内 容 事 業 所 の 名 称 及 び 所 在 地

氏名又は名称 住 所 種 穂 苗 木 名 称 所 在 地

１３４ 篠 崎 近 信 喜多郡内子町大字大
瀬甲５２１３

１ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木
育成

喜多郡内子町大字大
瀬

１３８ 高 岡 一 夫 喜多郡内子町大字大
瀬未３４１

１ 採取
２ 精選

１ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木
育成

喜多郡内子町大字大
瀬

１４０ 上 岡 進 喜多郡内子町大字大
瀬子１６

１ 採取
２ 精選

１ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木
育成

喜多郡内子町大字大
瀬

１４４ 栗 田 久 男 喜多郡内子町大字内
子甲１６７

１ 採取
２ 精選

１ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木
育成

喜多郡内子町大字内
子

１５０ 大 藤 三 重 大洲市平野町平地３４
０１

１ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木
育成

大洲市平野町平地

３３４ 西 村 政 行 大洲市菅田町宇津甲
１５２１番地

１ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木
育成

大洲市菅田町宇津

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 壬生川丹原線
西条市周布６６７番９地先から

同市周布７２７番５地先まで

旧 １６．０～２０．５ ０．２９３

新 １６．０～２０．５ ０．２９３

愛 媛 県 報平成１７年３月８日 第１６３９号

２４９
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�愛媛県告示第５００号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局丹原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年３月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５０１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年３月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５０２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年３月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 壬生川丹原線
西条市周布６６７番９地先から

同市周布７２７番５地先まで
平成１７年３月８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 川之江大豊線
四国中央市新宮町馬立乙５４８番１から

同町馬立乙５５１番１まで

旧 ７．６～１２．７ ０．０５０

新 ９．２～２７．７ ０．０５０

〃 〃 四国中央市新宮町馬立乙５５１番１
旧 ６．６～８．０ ０．０５５

新 ２２．６～３９．０ ０．０５５

〃 〃 四国中央市新宮町馬立乙５５１番１
旧 ６．１～１１．１ ０．０７０

新 ２５．８～３６．２ ０．０７０

〃 〃 四国中央市新宮町馬立乙５４９番３
旧 ７．１～１３．９ ０．０９７

新 １９．６～２７．７ ０．０９７

〃 〃 四国中央市新宮町馬立乙５４９番１
旧 ６．７～１１．２ ０．１２６

新 １０．４～２９．１ ０．１２６

〃 〃 四国中央市新宮町馬立乙５７２番１
旧 ６．９～１０．９ ０．０４２

新 １５．０～２２．０ ０．０４２

〃 〃 四国中央市新宮町馬立乙５７２番１
旧 ８．０～１３．１ ０．０７０

新 １０．６～２６．０ ０．０７０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３１７号 今治市吉海町名４６０９番１地先
旧 １４．０～１６．２ ０．０２０

新 １４．０～２０．０ ０．０２０

愛 媛 県 報平成１７年３月８日 第１６３９号

２５０



任 免 辞 令

�任免辞令
２月１日

主任業務員 名 本 治

死亡

�愛媛県告示第５０３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年３月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１７号 今治市吉海町名４６０９番１地先 平成１７年３月８日
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